
№ 区分 「いただいたご意見」又は「当日の回答」 市の考え方・方向性等 担当課

4
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

「広報るもい」を町内へ配布しているが、若
い人は居ないため高齢者が配っている。これ
から冬になるので、マンションなどの階段を
下りるとき、滑って危ないことがある。そん
な中で、市からは住民の安否や不在かどうか
も確認して欲しいと言ってきている。そこま
でやって、事故があったらどうするのか。

　広報誌については、道内の多くの市と同じく、町
内会の協力により配布しており、こうした広報誌の
配布や回覧板の回送などの情報提供を通じて、各町
内会の自主活動の促進等、連帯する地域づくりが図
られることを期待している。
　配布方法は、各町内会の状況に合わせた方法で、
配布をお願いしたい。

政策調整課

5
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

郵便で広報を送ったときどれくらい経費がか
かるのか、検討してみてほしい。

　現在は、広報誌の配送については住民組織運営助
成金の行政協力に対する経費の一部として年間120万
円程度を町内会に交付している。戸別郵送時は、具
体的に経費を積算はしていないが、郵送代のみで少
なくとも300万円近い経費が必要になると推計される
ことに加え、発送事務に必要な封筒代や戸別発送に
伴う封入作業に係る人件費などで委託料も更に増額
することが予想される。

政策調整課

6
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

関連して、うちの町内では、広報は班長が
配っているが、他の配るものは老人クラブに
頼んでいる。参考までに。ただ、政策として
検討して欲しい。

　配布方法は各町内会の状況に合わせた方法で、配
布をお願いしたい。
　広報誌の配布や回覧板の回送などを通じて、地域
内の住民相互の連携と地域コミュニティの活性化が
図られることを期待している。

政策調整課

8
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

広報誌は見ているが広報車の放送がよく聞き
取れないので、そう言うことを載せて欲し
い。

　市及び消防署による広報車による広報の多くは、
「災害の発生又はその恐れがあることや荒天時のイ
ベント中止・変更時などの緊急的な広報」「結核健
診や狂犬病予防集合注射、火災予防運動など、広報
誌又は町内回覧に掲載した取り組みの実施に合わせ
た対象地域での広報」が多くを占めている。
　広報車による広報は、防災無線と同様、強風時や
屋内にいる時などは、聞きづらい状況が発生するこ
ともあるが、各担当部署で広報車により広報する際
は、今回の意見を参考としたい。

政策調整課

「市民と議会の意見交換会」における市民意見等に対する市の考え方・方向性等



13
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

意見：「挨拶」の励行を勧めて欲しい。
回答：現状確認してみたいと思います。

信頼される市役所を目指す中で「明るく笑顔の
キャッチボール」を心がけておりますが、いただい
たご意見を踏まえ、なお一層、心のこもった気持ち
の良い挨拶に心がけて参ります。

総務課

28
□市長等に伝える
■当日の回答のとおり

船場公園は夢のような施設だが、私自身は
サークル活動で「婦人の家」をよく使ってい
る。そこの指定管理者がいなくなるというこ
とで今、事務局と話し合いを進めている。今
回行った「婦人の家のサークル発表会」につ
いては、るもいの広報紙にも発表会があると
載せて貰ったし、手作りでポスターを作って
貼って歩いたし、ＦＭもえるでも流しても
らった。でも、宣伝が悪いと言われた。それ
でも、今回一人だけ議員さんが来てくれて、
皆も喜んだ。議員の皆さんは、婦人の家の
サークルをどう考えているのか。私たちは生
涯学習の一つとして認知症にならないように
取り組んでいる。教育委員会がやっているも
のだけが生涯学習ではなく、趣味だってそう
だ。サークル活動も生涯学習なのに、今回、
指定管理者がいなくなってしまう。

　働く婦人の家を含む留萌市勤労福祉センターにつきまし
ては、平成１７年度の事務事業評価において「類似施設へ
の集約化による段階廃止」、平成１９年度実施の「公共施
設の見直し」においては、廃止対象施設の判断となってい
る施設でございます。
　この判断を受け、施設廃止の対策として、平成１８年度
より指定管理料０円による施設運営を留萌市勤労福祉セン
ター運営協議会にて実施いただいているところでございま
す。
　指定管理者の運営状況につきましては、近年は、利用者
の減少による減収のほか、管理コストの高騰により、厳し
い運営を強いられておりますが、利用の少ない時間帯や曜
日の臨時閉館など、様々な方策により、自主的な運営に取
り組んでいただいているところでございます。
　今般、センター運営協議会より次年度以降の指定管理者
の指定申請手続きについて、正式な意向を伺い、現在所管
において指定申請に向けた作業に入っているところであ
り、今後も可能な限り、現行の設置目的に即した開設を継
続したいと考えているところでございます。

経済港湾課

80
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　先日、障がい者の日の記念事業で430人の人
が集まった。皆さんに船場公園管理棟につい
て聞かれたが、見たことがないので、答えら
れなかった。一般公開する考えはないか。
「留萌の物産館や道の駅はどこにあるのです
か？羽幌などあちこちにあるのに。」と言わ
れる。住民に浸透することが大事。公開して
いくことが、利用してもらうことにつなが
る。一般公開はいつするのか

　管理棟は９月末に完成し、公園造成工事は１１月
末をもって竣工いたしました。都市公園の供用期間
も１０月末であったこともあり、年度内の市民への
公開は行えませんでしたが、来年５月１日より施設
を開放しますので、いましばらくお待ちいただきた
いと思います。

都市整備課



81
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　集客の関係について。道の駅には魅力があ
る。あそこに行ったら、何か美味しいものが
あると。ネットでも提供すれば、みんな検索
します。何もないところに、誰が来ますか？

　この施設は船場公園の管理棟として整備いたしま
した。ただし、この管理棟を「にぎわい創出の場」
の核として民間活力を活用し、様々なイベントの開
催や観光情報・街のお土産・物産情報の発信を行っ
て、多世代及び多くの地域からの交流人口を増加さ
せたいと思います。

都市整備課

2
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　議会便りの中に、船場公園について夢のあ
るように書いているが、車のない人のことを
どう考えているのか。

　車輌以外の経路としては、ＪＲ留萌駅構内を通っ
ていく方法と、自転車または徒歩で国道２３１号ま
たは、来年度開通する船場公園通りを使用していく
方法がありますので、ご利用していただきたと思い
ます。バス経路の変更については、今後の利用者数
の動向を勘案して、バス事業者との協議に移行する
ものと考えております。

都市整備課

3
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　船場公園の管理棟は何のために必要か、賑
わいを創る方法として、どのようなイベント
を考えているのか。

　指定管理者制度により、民間の企画力と実行力を
使い船場公園の利活用の推進と、にぎわいの創出の
ため各種イベントを企画し行っていきます。内容に
ついては年度内に指定管理者と調整して決定いたし
ます。

都市整備課

4
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　船場公園は必要性があったのか。運動会と
かあがっているが芝生に白線は引けるのか。
２４時間トイレを利用できたからといって留
萌にとって良いところはあるのか。
この事業費を他に回すことは出来なかったの
か。
他の公園施設は老朽化して遊具は外されてい
るが、近くの子供たちが遊ぶことができるよ
うにする発想はなかったのか。

　船場公園は、公募による１０名の市民の参加をい
ただいた市民会議を１２回開催して、現在の形で決
定し完成しました。整備コンセプトは「潮風かおる
コミュニケーションパーク」とし、シンプルで維持
管理費がかからない市民が参加して作り上げる公園
を目指しております。したがって遊具等を配置しな
いで、広い緑地空間で自由な発想力で遊んでもらう
こととしました。２ヘクタールの広い芝生緑地なの
で、白線も引くことは可能です。

都市整備課

34
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

幌糠小中を町内会、老人クラブ地域で使いた
いと要望した。今、避難所の鍵の開閉、管理
を地元と共有して柔軟運用をして欲しい。

利活用については、今後地域と協議しながら進めて
いきます。また、地域交流の場や避難所として、幌
糠コミセン以外にも利用が可能な施設ですが、施錠
等の管理についても、地域と協議をしながら進めて
いきます。

総務課
学校教育課



35
□市長等に伝える
■当日の回答のとおり

コミセン協議会があるがコミセンの運営は
個々なのか。市では７年前、財政健全化政策
で、助成金がカットされた。維持管理をめぐ
る負担割合をどうするのか、管理運営の積算
の仕方、灯油が値上げされた時、上がった分
をどうするのか。人件費が来なくなったこと
について主体性に任せるということでは。

港南コミセンでは月・木・利用のない日を休
館日にしていて、利用申し込みがあったら、
リレー式に連絡が行くようになっています。
あくまでも主体性で、運営の中で工夫をして
いくようになっていて、それを市の方でも認
めています。

　コミセンについては個々の運営協議会に主体的に運営し
ていただいております。市では７年前、財政健全化計画に
より各運営協議会への委託料をカットしていますが、平成
２６年度より、租税等の必要経費に対する項目の追加、光
熱水費の実績に基づく積算へと変更し、委託料を増額して
きているところでございます。

政策調整課

36
□市長等に伝える
■当日の回答のとおり

東部コミセンは町内会館の役割も担ってい
る。地域からは土日は開放して欲しいという
声がある。そこそこの役員会でやるかどうか
決めるということか。

コミセン運営協議会・役員会・総会の中で決
めています。

　原則、５日前までに利用の要望がない日については閉館
している状況となっておりますが、事前に利用の要望があ
れば、土・日曜日も開館することとなっております。休館
日については、条例で月曜日と定めておりますが、コミュ
ニティセンター運営協議会の判断で市へ届出し、休館日の
変更や臨時的な休館日を設けることができることとなって
おります。

政策調整課

37
□市長等に伝える
■当日の回答のとおり

指定管理者制度については、都市環境部で
やっているということだが、あっちこっち全
部やっているのか。修理するときはどうなる
のか。ここのコミセンでも修理の問題があ
る。ガラスが割れたら「自分で直せ」と言わ
れた。市にお願いして補正予算を組んで直し
て貰った。公平にやってもらいたい。

　指定管理者制度については、各施設を所管する部署で個
別に実施しております。
　コミセンの修繕につきましては、平成２６年度より修繕
に関するルールを変更し、簡易的な修繕についても市で対
応することとしております。他の施設についてはそれぞれ
指定管理委託の協定内容が違い、委託料の中にある程度の
修繕料を上乗せしていることから、コミュニティセンター
の修繕の考え方とは違っております。

政策調整課

38
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　ごみステーションの更新に関し過去、本体
更新・塗料改善・広報等行政に要望を出して
いるが、それに対して町内会長にも報告が無
い。

　ごみステーションの更新につきましては、町内会
と連携し、損傷の激しい箇所から計画的に順次交換
していきます。また、塗料につきましては、町内会
からの要望のとおり改善しております。

環境保全課



39
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　市が取得した河川用地内の廃屋を、すみや
かに処理して欲しい。

　平成１９年度に留萌市が取得した際にあった家屋
が倒壊したものです。融雪後に現地を確認し撤去を
考えていきたい。 都市整備課

40
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　町内の南町１３区のことについて聞きた
い。ラーメン店「雅」の裏側のカーブの急斜
面だか、私有地になっている。下の方に７２
才の方が住んでいる。法務局に行って調べた
ら、そこは３人の分筆になっていた。市の方
に整備をお願いしたら「手を加えたものはダ
メ」「自然の手付かずの状態でないと整備で
きないので、土地所有者にお願いするしかな
い。」と言われた。でも、そこは災害警戒区
域になっていて、下の民家の人は「石が落ち
て来るんじゃないか。」と心配している。ま
た、道路でも一部私有地にかかっているとこ
ろがある。雨が降ると側溝が溢れるが、私有
地だからダメと言われる。今の道路に側溝は
作れないということで、そこにある３軒の家
は水浸しになっている。

　私有地法面については現地状況を立会確認し、町
内会で所有者へ管理対応を要望することになってい
ます。また、市道の道路側溝についても現地計測の
うえ流下方向を確認し説明するとともに、通水不良
部の清掃も実施しています。

都市整備課

41
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　旧峠下小学校周辺の市道保守維持が劣悪で
ある。

　一部排水不良も確認しており、今後とも市道の安
全対策を優先しながら必要な維持管理を行っていき
ます。 都市整備課

43
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

　国道峠下分岐のパーキングの清掃状況が悪
くゴミが散乱している。隣接用水の保全が心
配だ。看板の設置・罰則金・カメラの設置
は。

　国道の付帯施設として配置されているパーキング
エリアで国が管理していますが、地域からの意見要
望ということで市道の担当所管から伝えます。 都市整備課



97
■市長等に伝える
□当日の回答のとおり

・港湾関係でお願いしたい。町内が古丹浜の
貯木場に隣接している。貯木場の一角に、木
材の皮が積んである。風のある時に、その皮
が飛散する。町内の方から市の方に要望して
いる。数年前から丸太の皮が多くなった。そ
の大きさを測ってみたら、直径２０ｍ、高さ
４ｍになっている。景観的にも良くない。・
古丹浜地区に雑草が多い。シナガワハギとい
う黄色い花の外来種で道路の縁石にまで咲
く。夏、除草してもらえないか。最近マナー
が良くなっているが、平日、丸太の皮を除去
してもらいたい。

現場の確認も含めて、所管と対応していきま
す。

　古丹浜地区の木皮堆積場所につきましては、港湾施設用
地であり、木材荷役業者に対して使用許可を行い用地を使
用させているところでございます。
　しかし、周辺住民の方からも強風時における飛散が認め
られることから、その対策について求められているため、
用地使用者に対し木皮の早期撤去の指導、若しくは、シー
トで覆う等の飛散防止対策を行うよう、これまで指導を
行ってきたところでございます。
　今後においても対応策がなされない場合においては、徹
底した指導を行っていくものであります。
　また、古丹浜地区における雑草の状況につきましては、
毎年著しい状況であり、道路縁石周辺まで生い茂っている
ことから、年１回、直営にて草刈作業を行い、景観改善と
機能改善に努めているとことでございます。

経済港湾課


